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九州運輸局メールマガジン 平成２３年１１月２４日 第１４７号 

～九州の明日を拓く運輸と観光～ 

九州運輸局ＨＰアドレス  http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/ 

 

いつも九州運輸局メールマガジンをご覧いただき誠にありがとうございます。 
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・企画競争結果の公表（１１／１７公表分） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/nyusatsu/pdf/kikaku_kekka/111117.pdf 

 

・企画競争実施予定情報（１１／１７付け） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/nyusatsu/pdf/koukyou/kikakukyousou_111117

.pdf 

 

☆各種手続 

《海技試験制度・合格発表》 

・平成２３年１０月定期試験合格発表（２級総合合格） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/kaigisiken/body.htm 

 

☆分野別情報 

《自動車》 

・各県市町村別保有車両数 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/m_jidousha.html 



 

《バス・タクシー・トラック》 

・タクシーの申請公示状況（平成２３年１１月分） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/ji_bu_ka/taxi/k_231121.pdf 

 

☆報道発表 

・九州への新たな旅行商品の造成に向け香港旅行会社を招請します！ 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/pdf/2011-1117-kokusai.pdf 

 

・平成２３年度上半期長距離フェリー 輸送実績について 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/pdf/2011-1118-ryokaku.pdf 

 

・第４回トラック輸送適正取引推進パートナーシップ九州ブロック会議の開催に 

ついて 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/pdf/2011-1121-jikou_kamotu.pdf 

 

・レンタカーを活用した九州横断モデルルートをＰＲするため香港の旅行会社及 

び旅行雑誌社を招請します。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/pdf/2011-1122-kokusai.pdf 

 

☆お知らせ 

・バス輸送に係る防犯対策の再徹底について 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/osirase/file001_022/2011-1117-hoan.htm 
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２ 現場リポート 
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----------------------------------------------------------------------- 

▼▼「バリアフリー教室 in 香椎小学校」を開催しました！▼▼ 

----------------------------------------------------------------------- 

九州運輸局は、平成２３年１１月８日（火）福岡市立香椎小学校において、高齢 

者や障害者等の疑似体験や介助体験をすることで、バリアフリーへの理解を深め 

るとともにボランティアに関する意識を醸成してもらおうと、「バリアフリー教 

室 in 香椎小学校」を九州地方整備局、福岡市東区社会福祉協議会と共催で開催 

しました。 

 

今回は、西日本鉄道株式会社にもご協力をいただき、ワンステップバスやノンス 

テップバスを使って、香椎小学校の４年生１１１名（支援学級８名を含む）にア 

イマスク体験、車いす体験、介助体験など様々な体験をしていただきました。 

 

始めに福岡市東区社会福祉協議会よりお招きした講師の方から、視覚障害者の介 

助の仕方や車いすの扱い方について説明を受け、各クラス二人一組に分かれ、車 

いす体験・アイマスク体験とその介助体験を行いました。 

 

アイマスク体験では、下駄箱での靴の履き替えやワンステップバスを使って乗降 

体験を行い、介助者の言葉を頼りに前に進んでいました。 

 

しかし、介助するのが難しいのか恥ずかしいのか声が小さかったり、進む・止ま 

る・曲がる・階段があるよと言った言葉をうまく言えず、視覚障害体験の子たち 



は恐る恐る進んだりうまくバスに乗れず大変そうでした。 

 

ノンステップバスを利用した車いす体験では、体験と介助体験をクラスの代表者 

一組が行い他の生徒は見学をしてもらいました。 

 

まずはノンステップバスの説明をバス会社の担当者より受けたあと、実践さなが 

らにバスの乗務員が、「お客様お乗りになりますか？」とマイクアナウンスで問 

われ、「はい乗ります！」と元気よく答えた後、乗務員が下りてきてスロープを 

出すと、子供たちから、「おーすごい！」と声が上がっていました。 

 

スロープを出したあとは、車いすを押してバスにあがり、シートに固定されるま 

でを体験。みんな興味津々。 

 

バスの担当者から、「車いすの方が乗られた場合は車いすシートにいる人は席を 

譲って下さいね」と言われると「はい」とみんな気持ちよく返事をしていました。 

 

最後に、体験に参加した生徒からは、「目の不自由な人の不安な気持ちがわかっ 

た」、「まちで見かけたら声をかけて誘導してあげたい」等の感想が聞かれまし 

た。生徒のみなさんには、今回の体験を通じて、バリアフリーの大切さと、バリ 

アがある場合のお手伝いの必要性がよく理解されたのではないかと思います。 

 

九州運輸局では今後もバリアフリー教室の開催を通じて、「心のバリアフリー」 

の推進に努めて参ります。 

 

※バリアフリー教室の模様は、次のＵＲＬからご覧になれます。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/mail_magazine/pdf/photo/photo_147_2.pdf 

 

（交通環境部 消費者行政・情報課） 
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３ 地域情報ファイル「あの街、この街」 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
来てん！宮崎へ！ 

～「みやざき」は、今がんばっています～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

これまでＪＲ宮崎駅前は、県庁所在地の駅としてはあまり賑わいがなく、目立っ 

た建物もありませんでしたが、今回駅前の賑わいを創るため 11月 3 日宮崎駅西口 

前に複合商業ビル「宮崎グリーンスフィア一番館」（愛称「ＫＩＴＥＮ」）が本 

格開業し、宮崎商工会議所をはじめ行政関係者等出席のもとオープニングセレモ 

ニーが行われました。 

 

「ＫＩＴＥＮ」とは、来てん、宮崎弁で来てください。また、交通、観光の「起 

点」となり、賑わってほしいという願いをこめて 3919 点の応募の中から読売巨人 

軍原監督が最終決定したとのことです。 

 

既にバスの運行は、10月 1 日から乗り入れを開始しており、これまで宮崎西口駅 

前広場と宮崎交通（株）の駅前営業所の２カ所に分散して発着していた機能をこ 

の複合商業ビル前に集約し、一般路線バスの駅発着が４５％増となりました。 



 

鉄道とバスが近接化したことにより、これまで以上に駅とバスの導線が太くなり、 

公共交通機関利用者の乗換え利便の向上及び公共交通の利用促進、さらには駅周 

辺の活性化につながるものと期待されています。 

 

この「ＫＩＴＥＮ」のグランドオープンの記念イベントとして 11 月 4 日から 13 

日にかけて開催された「みやざき てげうま国際夜市」では、期間中、会場とな 

った宮崎市高千穂通りエリアにドイツ、韓国、台湾など国際色豊かな屋台をはじ 

め、宮崎グルメ屋台や宮崎県内の焼酎メーカーが出店した「ほろ酔い屋台」が建 

ち並び、それぞれ自慢の商品を PR 販売していました。 

 

また、期間中の土・日には、宮崎駅前から続く高千穂通りの直線 700 メートルを 

歩行者天国とし、太鼓演奏やお笑い、スペシャルライブ、キャラクターショーと 

いった様々な趣向を凝らしたイベントが繰り広げられ、この夜市のテーマである 

「がんばるみやざき がんばろう日本！」に込めた関係者の熱い思いに触れた気 

がしました。 

 

因みに、この国際夜市では普通の通貨が使えず、チケット売り場等で国際夜市専 

用の通貨「てげ（因みに、宮崎弁で「てげ」とは、「大変に」とか「とても」と 

いった意味合いで使われることが多いようです）」を購入しなくてはいけません。 

 

私が、お邪魔した日はあいにくの雨模様の天気でしたが、各屋台の前には何を食 

べようかとのぞき込む人たち。「てげ」を使って購入したビールや焼酎（宮崎の 

焼酎は、芋が基本ですが２０度なのでロックがおすすめです）を手に、地鶏の炭 

火焼き、アユの塩焼き、肉巻きおにぎりといった地元の食材をふんだんに使った 

自慢のグルメに会場のあちこちから「てげうま（とてもおいしい）」といった声 

があがっていました。 

 

宮崎県では昨年来、口蹄疫に始まり、高病原性鳥インフルエンザ、新燃岳噴火と 

度重なる災難に見舞われましたが、これらの被害からの再生・復興を図るため様 

々なイベント等が計画されています。 

 

今回、開催された国際夜市もこうしたイベント等の一つですが、これらの取り組 

みを通じ、復興への道半ばにある宮崎が一日も早く、元気になることを願ってや 

みません。 

 

※この記事に関する写真等については、次のＵＲＬからご覧になれます。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/mail_magazine/pdf/photo/photo_147_1.pdf 

 

（宮崎運輸支局 深江 秀則） 
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４ 九州運輸局・公共交通通信 ～みんなで守ろう・考えよう、公共交通～  

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

●ご挨拶～地域に最適な生活交通の確保に向けて～ 

国土交通省総合政策局公共交通政策部 

交通支援課長  城福 健陽 

 



○地域の生活交通との関わり 

本年７月１日に新たに設けられました交通支援課の城福健陽（じょうふくたけは 

る）でございます。交通支援課は、本年度に創設されました補助制度、「地域公 

共交通確保維持改善事業（新事業）」の全体とりまとめ、つまり概算要求や全体 

制度の検討といったことや、個別には、新たに補助対象と致しました地域内「フ 

ィーダー」系統に対する支援などを担当しています。新事業は、全国のあらゆる 

地域で公共交通を巡る環境が非常に厳しい中で、生活・経済活動の基盤である地 

域の生活交通をサポートするための重要な事業であり、皆様に御活用頂けるよう、 

事業の安定した定着などにしっかり努めるべきこと、肝に銘じる毎日です。 

私と、地域の公共交通の関わりは、平成１４年から２年間、中国運輸局に交通環 

境部長として在籍したことが最初でした。特に、各県運輸支局毎に設けた会議で、 

利用者の皆さん、交通事業者・関係自治体の方々を初めとする地域の公共交通に 

対するアドヴァイザーから御意見や御提案を頂き、皆さんと対応を検討し、具体 

化する取組や、公共交通の活性化などに地域の関係者の皆さんで取り組まれる際 

の合意形成のための支援などを担当したことは、利用者・消費者サイドからのア 

プローチや、オープンな議論・検討の大切さ、合意形成の難しさなど、大変に貴 

重な経験となっています。また、高齢化の進展の著しい中山間地域での生活交通 

の確保の重要性、困難性など、対応の難しさ、問題の大きさを実感致しました。 

さらに、そのような中山間地域などへのデマンド交通などの導入の際の地域の議 

論や計画の策定をサポートするため、COMPASS というシミュレーション・ソフト 

の開発を手がけた際には、生活交通に対する満足度や、利用の平等性などを指標 

に採用したことで、生活交通の評価のあり方について考える機会も得ることがで 

きました。 

次の機会は、平成１８年から２年間、交通計画課の地域振興企画官として、地域 

公共交通活性化・再生法の制定を、２年目の地域振興室長の際には、地域公共交 

通活性化・再生総合事業の創設・立ち上げを担当致しました。総合事業創設の際 

には、その制度検討に当たり、地域の公共交通問題に熱心に取り組まれる県等や 



市町村さんを訪ねさせて頂いたことも、現在の業務にも、非常に有意義で有難い 

経験となっています。 

そして、今般は昨年、平成２２年７月末に交通計画課に戻り、新事業の概算要求 

などを担当し、この７月の新組織の発足に伴い現在に至っております。 

 

○地域に最適な生活交通の確保に向けて 

私共では、現在、新事業の平成２４年度概算要求、初年度事業の執行を行ってお 

ります。４月からの新事業の執行に当たっては、２月以降、各運輸局等での説明 

会開催等で私も説明させて頂いたりもしましたが、具体的な要綱等の確定も申請 

間際になり、大きな制度変更であったにも関わりませず、全国各地域の皆さんの 

多大な御理解と御協力により、新事業の各分野の制度が立ち上がりました。新事 

業は、公共交通の存続が厳しい地域での地域最適な生活交通の確保・維持、ある 

いは地域の公共交通の改善を目的としています。是非、「地域に最適な」生活交 

通を実現して頂きたいと思います。 

地域に最適な生活交通のあり方は、「それぞれの地域に正解がある」と考えてお 

ります。従いまして、その実現のためには、僭越ですが、まずは、地域において、 

地域の地理的状況、利用者・住民特性、そして移動ニーズをきめ細かく踏まえて 

頂いた上で、関係自治体、交通事業者、そして利用者・住民の皆さんと協働して 

取り組んで頂くことが大切であると考えます。中でも、関係自治体の皆さんの地 

域自治会、福祉協議会など地域の皆さんへの御説明、理解促進のための熱心な御 

取組みや、なんと言っても、住民、関係自治体、商工会等地域の御一人御一人が 

実際に利用し、自らの問題と思って頂けるようになることが、何より重要と考え 

ております。さらに、非常に難しい課題ではありますが、ニーズの状況などに対 

応して柔軟に路線・計画の見直しなどを議論して頂くことも必要かと考えます。 

私共としても、地域の皆様の御努力に応えるべく、新事業の平成２４年度の概算 

要求を初めとして、しっかりと取り組んで参りますとともに、新事業の創設以降、 

運輸局などを通じ様々に頂いております御意見も、心して参りたいと思っており 

ます。 



 

引き続き、是非、新事業を積極的に御活用頂きますこと、今回のメール・マガジ 

ンでも、本年度事業のさらなる御活用について御紹介しておりますので、御検討 

頂ければと思います。 

運輸局、さらには、私共の交通支援課にも、生活交通の確保・維持・改善を第一 

に考えるスタッフが控えておりますので、いつでも、何なりと、御意見を頂き、 

御相談頂ければ、ほんとうに幸いです。 

今後とも、私共、公共交通政策部、交通支援課と、じっくりと御付き合い頂けま 

すよう、よろしく御願い申し上げます。 

 

●交通の諸問題に関する検討会について 

交通の諸問題に関する検討会については、これまでもご連絡しているところです 

が、１０月２０日に第３回会合、１１月１１日に第４回会合を、それぞれ開催致 

しました。両会合とも松原副大臣が出席され、ご挨拶を頂くとともに、委員の方 

々からの御意見を熱心に聞いて頂いたところです。 

第３回会合では「交通（人流・物流）の利便性向上、円滑化及び効率化」を、第 

４回会合では「まちづくりや観光立国の観点」を、それぞれテーマとして、幅広 

くご議論いただきました。両会合における主な意見は次の通りです。 

「交通の利便性向上・円滑化及び効率化」について 

・住民が交通の確保維持に関する選択に参加することが必要。 

・交通に関する教育を通じて健全なモビリティ社会の発展を目指すべき。 

・国際動向を踏まえた規格を考えることが必要。 

・災害時における大都市交通の機能継続・再開のためのプランを備えるべき。 

 

「まちづくりの観点」について 

・まちづくりと交通について、効果的な連携の道具を持ち合わせていないのでは 

ないか。 

・まちづくりと交通だけではなく、福祉なども一緒に考えるべき。最終的なゴー 



ルをもっと高いところに置くべき。 

・自家用車を使うことは、必ずしも望ましいことではないが、社会参加、幸福感 

の面からは、自分で自由に使える交通手段があるかどうかが大事になってくる。 

 

「観光立国の実現の観点」について 

・外国人旅行者からは道案内に対する不満があるが、言語表示の問題だけではな 

く、住所の表し方など、文化の違いもある。 

・日本人は、目的地に早く到達することを考えがちだが、目的地に到達するまで 

の過程についても含めて考えるべき。ゆっくり動くことが目的になる場合もある。 

・国際観光について、出入国マーケットを牽引してきたのは航空である。誘客数 

と航空の必要供給数について調査することも必要だと思う。 

詳しくは、国土交通省のホームページにおいて掲載されておりますので、ご覧く 

ださい。 

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000027.

html） 

今後の日程は次の通りです。 

○第５回「国際競争力の強化や地域の活力の向上（人流・物流）、総合的な交通 

体系（人流・物流）」 

日 時：平成２３年１２月８日（木）１８:００～２０:００  

○第６回「安全の確保、環境負荷の低減 等」 

日 時：平成２３年１２月２２日（木）１０:００～１２:００  

なお、地方公共団体職員の皆様におかれましては、本検討会について、機会をと 

らえて、地方公共団体の長、議会議長、議会議員等の方々も含め、幅広くお知ら 

せいただきますようお願い致します。 

 

●平成２３年度地域公共交通確保維持改善事業の活用について 

地域公共交通確保維持改善事業は、生活交通の存続が危機に瀕している地域等に 

おいて、地域の特性・実情に最適な移動手段が提供され、また、バリアフリー化 



やより制約の少ないシステムの導入等移動に当たっての様々な障害（バリア）の 

解消等がされるよう、平成２３年度予算において、創設されたものです。 

 

これまでも本事業を活用いただき、地域公共交通の確保・維持・改善を図ってい 

ただいているところですが、以下の掲げる事業につきましては、引き続き申請を 

受け付けているところですので、活用を検討している協議会及び事業者がありま 

したら、菅内の運輸局等にご相談いただけますよう、よろしくお願い致します。 

 

１ 地域公共交通調査事業 

地域公共交通確保維持改善事業における地域公共交通調査事業（調査事業）は、 

地域の公共交通に関する確保維持改善の取組みであって生活交通ネットワーク計 

画等を策定するため必要な調査を行う場合、これに要する経費を、地域の協議会 

に対して支援するものです。（補助率：定額（上限２，０００万円）） 

今年度、これまで、各地の協議会に対して、５４件の交付決定を行いましたが、 

現在、引き続き、申請を受け付けているところです。今年度調査事業を採択した 

場合の次年度分の継続案件の採択や、採択済みの調査事業の追加、変更等にも可 

能な限り柔軟に対応する予定です。調査事業の活用について検討している協議会 

がありましたら、管内の運輸局等（企画観光部交通企画課）にご相談ください。 

 

２ 地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金に係る経過措置 

地域公共交通確保維持改善事業における地域公共交通活性化・再生総合事業の経 

過措置は、平成 22 年度までに地方運輸局長等の認定を受けた地域公共交通活性 

化・再生総合事業計画に基づき行われる鉄道・バス・タクシー・旅客船・航空等 

の事業であって、既に事業に着手しているものについて、平成２３年度に限り、 

従前の補助メニューに従って支援を実施するものです。 

  今年度は、これまで、各地の協議会に対して、順次交付決定を行ったところで 

すが、各地域から追加若しくは新事業についての要望が寄せられていることから、 

追加募集を行っているところです。現在、鉄道・バス・タクシーの部分につきま 

しては、要望調査を行い、追加事業の把握に努めておりますが、これ以外の旅客 



船等の事業につきましても、地域公共交通活性化・再生総合事業の経過措置の活 

用を検討している協議会がありましたら、管内の運輸局等（鉄道部・自動車交通 

部・海事振興部）にご相談下さい。 

 

３ 地域公共交通バリア解消促進等事業（自動車関係） 

地域公共交通バリア解消促進等事業（バリア解消促進等事業）は、地域の公共交 

通に関するバリアフリー化等の取組みのうち、協議会等が策定した生活交通ネッ 

トワーク計画に位置付けのある事業について、当該事業を実施する事業者に対し 

支援するものです。 

○バリアフリー化設備等整備事業 

（補助率：１／３（バス車両は１／４又は通常車両価格との差額の１／２）） 

・バス・タクシー車両の移動等円滑化に要する経費に対する支援（ノンステップ 

バス、リフト付バス、福祉タクシーの導入・改造に要する経費のうち車両本体及 

び車載機器類の価格、改造費） 

・福祉タクシーの共同配車センターの整備に要する経費に対する支援（通信設備 

整備、車載機器整備、コーディネーターの育成） 

・バスターミナル、タクシー乗り場の移動等円滑化に要する経費（段差の解消、 

誘導用ブロックの整備、障害者対応型便所の設置等に要する経費に対する支援 

・バリア解消に資する待合・乗継環境の向上、情報提供に要する経費（待合施設、 

情報提供案内板、ホームページ制作等）に対する支援 

○利用環境改善促進等事業（補助率：１／３） 

・ＢＲＴシステムの整備に要する経費（連節車両の導入、停留施設整備、公共車 

両優先システム（ＰＴＰＳ）車載器整備、ＩＣカードシステム導入等に要する経 

費に対する支援 

・ＩＣカードシステム、バスロケーションシステム、デマンドシステム導入、そ 

の他ＩＴシステム等の高度化に要する経費に対する支援 

今年度は、これまで、約１９５件の交付決定を行ったところですが、自動車関係 

における今年度のバリア解消促進等事業については、現在、引き続き申請を受け 

付けているところであり、年度内に事業完了が可能な新規の事業や、採択済みの 

事業の追加にも柔軟に対応する予定です。バリア解消促進等事業の活用について 

検討している協議会及び事業者がありましたら、管内の運輸局等（自動車交通部 



旅客課（バス関係は第一課、タクシー関係は第二課））にご相談ください。 

 

●地域公共交通ロールプレー研修 ～中部運輸局～ 

平成２３年１１月１１日、岐阜運輸支局が関市や住民の代表、バス事業者などの 

協力を得て「地域公共交通ロールプレー研修」を開催し、１８名の自治体担当者 

等に参加いただきました。 

この「地域公共交通ロールプレー研修」は、住民のバスに対する意識を向上させ 

るための行政の役割を再認識するとともに、モデル地域が抱える課題について今 

後の方策を検討することをテーマにし、実際に現場を見て検討・判断することの 

重要性を認識して頂くとともに、実務に活用できるノウハウの醸成を目的として 

実施しました。 

研修のはじめに、名城大学理工学部建設システム工学科の松本幸正教授に「住民 

による地域のための公共交通 ～生活の足を超える地域公共交通の役割～」と題 

して、今後、超高齢化社会を迎えるに当たっての公共交通の役割を再考するとと 

もに、公共交通に対する住民意識の高め方について基調講義をいただきました。 

グループワークでは、まず、研修員各自で事前に作成いただいたレポートを元に、 

フィールドワーク中にどのような点に着目するか等についてグループごとに検討 

し、「行動計画表」の作成を行いました。 

フィールドワークでは、モデル地域となった関市武芸川地域（旧：武儀郡武芸川 

町）にコミュニティバス等を利用して訪れ、関係者への模擬的なヒアリングを行 

ったほか、バス利用者や市役所への来庁者に対してヒアリングを行っていたグル 

ープもありました。フィールドワークの結果はレポートにまとめ、発表をするこ 

とで各グループの取り組みを共有しました。 

住民のバスに対する意識を向上するため、地域の状況について情報収集するなど、 

研修の意図を理解していただくとともに、参加者の地域公共交通に対する熱意を 

感じました。 

このような、国が行う研修の形として、フィールドワークを含むロールプレー研 

修の実施はあまり例がなく、受講者から「フィールドワークの進め方に検討の余 



地はあるものの、地域の課題が見えやすく自市町村との比較がしやすい」等の感 

想が多く寄せられましたので、今回の研修結果を踏まえ、より実践的な研修を受 

けていただけるよう改善していきたいと考えております。詳しくは以下のＵＲＬ 

をご覧ください。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gifu/kikaku/study_case/index.html 

 

●交通実践セミナーin 広島の開催について～中国運輸局～ 

中国運輸局では、１０月２７日（木）に「交通実践セミナーin 広島」を広島市内 

で開催しました。当セミナーは地方公共団体、交通事業者などの皆様方に、地域 

が抱える交通に関連する課題を解決するきっかけとしていただくことを目的とし 

て、毎年開催しているものです。 

今回のセミナーでは、「地域とともに考える」をキーワードに、山陽新聞社の名 

合記者より報道機関から見た生活交通の現状について、また、山口県下関市の木 

村主任より管内でも先行して生活交通の見直しに着手した同市の様々な取組につ 

いてご報告いただき、神戸大学大学院の喜多教授から「生活交通サービスのあり 

方を地域で考える」と題してご講演いただきました。 

当日は、中国地方の地方公共団体、交通事業者などから、昨年を上回る１２７名 

のご参加をいただき、参加者ｱﾝｹｰﾄでは「今日の講演を聞いて交通に関する基本 

的な考え方、視点が変わった」といったご感想などのほか、次回のセミナーへの 

テーマのご提案を多数いただきました。 

中国運輸局ではｱﾝｹｰﾄ結果を踏まえ、今後のセミナーを一層、充実した内容とし 

ていくとともに、「頼りになる運輸局、必要とされる運輸局」を目指し、地域の 

皆さんとともに課題解決に向けて取り組んでいきたいと思っています。 

 

【当日行われた報告・講演】 

○報告１ 『路（みち）をつなぐ－生活交通白書』取材現場から 

山陽新聞社 編集局 政治部 記者 名合 弘治 氏 

○報告２ 下関市の生活交通に関する取組について 

下関市 総合政策部 地域支援課 主任 木村 昭弘 氏 



○講演  生活交通サービスのあり方を地域で考える 

神戸大学大学院 工学研究科 教授 喜多 秀行 氏 

 

なお、中国運輸局のホームページに、講師の方の配布資料を掲載しておりますの 

で、ぜひご覧ください。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/kikaku/seminor.html 

 

≪九州運輸局からのお知らせ≫ 

○地域公共交通活性化・再生シンポジウム in 九州２０１１を開催しました（10 

月 14 日） 

 

地域の公共交通は、地域の経済社会活動の基盤として大きな役割を担っており、 

高齢者・通学者等の移動手段の確保を担うものとして、また、環境に優しい輸送 

機関として、その重要性はますます高まっています。  

地域公共交通の活性化・再生を図るためには、地方公共団体を中心に、交通事業 

者、地域住民・利用者等など様々な関係者が一体となって、その地域にとって最 

適な地域公共交通について検討し、取り組み、支えていくことが必要です。 

このため、地方公共団体、交通事業者、さらには利用者である一般市民の方々を 

含め、幅広い層の方々を対象に「地域公共交通活性化・再生シンポジウム in 九州 

2011」を開催しました。 

 

当日のプログラムは次のとおりです 

○ 基調講演 

「コンパクトなまちづくりと一体となった公共交通活性化の取り組み」  

高森 長仁 氏（富山県富山市都市整備部都市政策課参事） 

○ 国による支援制度の紹介 

「国の施策の動きについて」  

城福 健陽（国土交通省総合政策局交通支援課長） 

○ 地域における取組事例の紹介とディスカッション 

コーディネーター・アドバイザー： 

渡邉 千賀恵 氏（東海大学大学院産業工学研究科教授） 

①「鉄道とバスの連携による観光ルート形成について」 

松元 卓 氏（九州旅客鉄道（株）営業部担当部長）  

②「観光地から見た公共交通と連携策」 

坂元 英俊 氏（（財）阿蘇地域振興デザインセンター事務局長） 

③「肥薩おれんじ鉄道のサバイバル」  

古木 圭介 氏（肥薩おれんじ鉄道（株）代表取締役社長） 

④「旅客船による新幹線駅からの横軸の強化」 

井手 雅夫 氏（九州旅客船協会連合会副会長（熊本フェリー（株）取締役）） 

 



なお、九州運輸局のホームページに、当日の配布資料を掲載しておりますので、 

ぜひご覧ください。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file25.htm 

 

○地域公共交通研修を実施します（12月 9 日） 

地域公共交通の確保・維持・活性化の基本的考え方、コミュニティバスの導入等 

の際に必要な法令、関連する支援制度の概要、他の様々な取組みについて情報提 

供し、ノウハウの共有を図り、地域公共交通の確保・維持・活性化の推進を図る 

ため、次のとおり開催いたします。 

・基調講演 大分大学 経済学部 大井准教授 

・公共交通に係る制度等の説明① 

九州運輸局 交通企画課 

・公共交通に係る制度等の説明② 

九州運輸局 自動車交通部、自動車技術安全部 

・公共交通に係る制度等の説明③ 

九州地方整備局 建政部 都市・住宅整備課 

・地方公共団体による実例発表と意見交換 

 

ご案内をいたしましたところ、定員を上回るご応募を頂きありがとうございまし 

た。当日の資料等は、後日九州運輸局のホームページで掲載予定です。 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

【編集部より】 

編集部では、運輸と観光行政に関する取組や話題、イベントの案内、地域の情報 

等、本メールマガジンへの掲載記事を広く募集しています。お気軽にご投稿くだ 

さい。 

 

九州運輸局メールマガジン編集部（九州運輸局総務部内） 

mail : mm-kyushu@qst.mlit.go.jp 

Tel:092-472-2312   Fax:092-471-7192 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 
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▼九州運輸局メールマガジンのバックナンバー閲覧はこちらから▼  

http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/mail_magazine/top.html 
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